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(57)【要約】
【課題】　ＰＣ－ＰＯＳ端末の夜間オンライン伝送時な
どに、センターシステムからの着信（通信）を検出して
自動的に電源投入を可能とするオンライン伝送システム
を提供する。
【解決手段】　ＰＯＳ端末１０１と、ＰＯＳ端末１０１
にＬＡＮ接続されたルータ１０２と、ルータ１０２に接
続されたホスト１０３とを有するオンライン伝送システ
ムであって、ルータ１０２は、ＩＰアドレスとＭＡＣア
ドレスの組み合わせを学習する学習手段と、ＷＯＬ機能
を実現するためのマジックパケットを送信するマジック
パケット送信手段とを有し、学習手段で作成したＭＡＣ
アドレスをマジックパケットにセットしてマジックパケ
ット送信手段によりＰＯＳ端末１０１に送信し、マジッ
クパケットを受信したＰＯＳ端末１０１は、ＷＯＬ機能
により電源を自動的に投入する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＯＳ端末と、ＰＯＳ端末にＬＡＮ接続されたルータと、ルータに接続されたホストと
を有するオンライン伝送システムであって、
　ＰＯＳ端末は、閉店処理後、電源ＯＦＦしＷＯＬ待機中となっており、
　ルータは、ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスの組み合わせを学習する学習手段と、ＷＯＬ
機能を実現するためのマジックパケットを送信するマジックパケット送信手段とを有し、
ＰＯＳ端末がWOL待機中に、学習手段で作成したＭＡＣアドレスをマジックパケットにセ
ットしてマジックパケット送信手段によりＰＯＳ端末に送信し、
　マジックパケットを受信したＰＯＳ端末は、ＷＯＬ機能により電源を自動的に投入し、
　ホストとオンライン伝送処理を行った後、電源ＯＦＦし、再度ＷＯＬ待機中となり、
　前記ホストは、前記ＰＯＳ端末へのオンライン伝送処理スケジュールが起動した時点で
、データベースに記憶しているＰＯＳ端末のＭＡＣアドレスを読み出し、ＩＳＤＮ回線を
実現するための所定の手順における情報メッセージにＭＡＣアドレスをセットして前記ル
ータに送信することにより発呼処理を実現し、
　前記ルータは、この情報メッセージを受信して、情報メッセージからＭＡＣアドレスを
獲得し、このＭＡＣアドレスをマジックパケットにセットして前記ＰＯＳ端末に送信する
ことを特徴とするオンライン伝送システム。
【請求項２】
　前記学習手段で作成したＭＡＣアドレスを前記ルータのルーティング動作時のタイミン
グと連動させて、前記マジックパケット送信手段により前記ＰＯＳ端末に送信することを
特徴と請求項１に記載のオンライン伝送システム。
【請求項３】
　前記ルータはダイヤルアップルータであり、
　前記学習手段で作成したＭＡＣアドレスをダイヤルアップルータの着信時のタイミング
と連動させて、前記マジックパケット送信手段により前記ＰＯＳ端末に送信することを特
徴とする請求項１に記載のオンライン伝送システム。
【請求項４】
　前記学習手段は、前記ＩＰアドレスと前記ＭＡＣアドレスとの組み合わせを記憶する内
部メモリと、この内部メモリを参照して前記ＩＰアドレスを前記ＭＡＣアドレスに変換す
る変換手段とを有し、
　前記ルータは、前記ホストからＴＣＰ－ＳＹＮパケットを受信後、ＴＣＰ－ＳＹＮパケ
ットのＩＰアドレスを検査し、前記内部メモリから前記変換手段を介して前記ＭＡＣアド
レスを読み出し、前記ＭＡＣアドレスをセットした前記マジックパケットを前記ＰＯＳ端
末に送信し、
　前記マジックパケットを受信したＰＯＳ端末は前記ＷＯＬ機能を利用して電源を自動的
に投入することを特徴とする請求項１に記載のオンライン伝送システム。
【請求項５】
　前記所定の手順は、Ｘ．２５－ＬＡＰＤ手順であることを特徴とする請求項１に記載の
オンライン伝送システム。
【請求項６】
　前記ルータと前記ホストとは、ＩＳＤＮを介して接続されており、前記ルータはダイヤ
ルアップルータであることを特徴と請求項１に記載のオンライン伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＯＳ端末におけるオンライン伝送システムに関し、特に、リモート電源投
入可能なオンライン伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、ＰＯＳ端末では、モデムのＣＩ端子を利用して、モデム着信時に自動的にＰＯＳ
端末の電源をＯＮとし、数秒から十数秒で起動して、オンライン伝送を可能とするシステ
ムが主流だった。
【０００３】
　マイクロソフト・ウインドウズ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Windows（登録商標））による
ＰＣ－ＰＯＳ端末の実用化後は、ＢＩＯＳ，ＯＳ、ＰＯＳソフトウエアの起動時間の合計
が数分となるため、この仕組みは現実的な方法として採用されなかった。結果的に、ＰＣ
－ＰＯＳ（Windows（登録商標）をＯＳとするＰＯＳ）では、電源ＯＦＦとせず、ソフト
ウエアを起動したまま、オンライン伝送を待機する方式が一般的に定着した。
【０００４】
　ＰＣ各部品（ＣＰＵ、メモリ、ＨＤＤ）の性能向上、ＯＳ（Windows（登録商標））の
起動時間短縮、サスペンド／休止状態のサポートなどにより、ＰＣの電源投入後の起動時
間は年々高速化している。
【０００５】
　現在では、従来型のＰＯＳ端末が搭載していたオンライン伝送時にモデムやルータ等へ
の着信を検出して起動後でも実用的な時間で伝送処理を完結できる環境が整ってきたと考
えられる。
【０００６】
　しかし、その間にオンライン伝送のインフラとなる通信環境の劇的変化により、アナロ
グ回線／モデム通信は、ＩＳＤＮ回線あるいはブロードバンド接続／ルータを利用するオ
ンライン伝送が主流となった。ＰＯＳ端末とモデムのＲＳ２３２Ｃ接続は、ルータとのイ
ーサネット（登録商標）ＬＡＮ接続へと変更されている。このため、ＲＳ２３２Ｃ接続の
ＣＩ端子が利用できなくなり、代替の手段とシステムが検討されてきた。
【０００７】
　ＰＣ-ＰＯＳ端末がイーサネット（登録商標）ＬＡＮで接続されている場合、ＷＯＬ（
Ｗａｋｅ　Ｏｎ　Ｌａｎ）の仕組みを利用して、オンライン伝送の着信を検出することは
可能であるが、ＭＡＣアドレスの管理も含め運用面の複雑さから実用化に至っていない。
【０００８】
　これに関連する技術として、特開２００２－４９９７０号公報（特許文献１）、特開２
００５－２０５６７号公報（特許文献２）及び特開２００６－８６７０３号公報（特許文
献３）がある。
【０００９】
　特許文献１には、複数のＰＯＳ端末が設置され、各ＰＯＳ端末を通信ラインで接続し、
各ＰＯＳ端末で入力された注文情報は当該ＰＯＳ端末に格納するようにした情報分散格納
型のＰＯＳシステムが開示されている。
【００１０】
　特許文献２には、ＰＯＳシステムが停止している状況でも、オンライン決済ができるシ
ステムが開示されている。
【００１１】
　特許文献３には、起動要求端末に新たな機能を追加することなく端末装置を遠隔地から
起動するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００２－４９９７０号公報
【特許文献２】特開２００５－２０５６７号公報
【特許文献３】特開２００６－８６７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
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　上記従来技術では、ＰＣ－ＰＯＳにマイクロソフト・ウインドウズを搭載して以降、オ
ンライン伝送において電源投入ができず、ＰＯＳ端末を利用していなくても常にＰＣは電
源を投入していなくてはならないという資源の浪費があった。
【００１４】
　そこで、本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みて成されたものであり、その目的は、
ＰＣ－ＰＯＳ端末の夜間オンライン伝送時などに、センターシステムからの着信（通信）
を検出して自動的に電源投入を可能とするオンライン伝送システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明では、
　ＰＯＳ端末と、ＰＯＳ端末にＬＡＮ接続されたルータと、ルータに接続されたホストと
を有するオンライン伝送システムであって、
　ＰＯＳ端末は、閉店処理後、電源ＯＦＦしＷＯＬ待機中となっており、
　ルータは、ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスの組み合わせを学習する学習手段と、ＷＯＬ
機能を実現するためのマジックパケットを送信するマジックパケット送信手段とを有し、
ＰＯＳ端末がWOL待機中に、学習手段で作成したＭＡＣアドレスをマジックパケットにセ
ットしてマジックパケット送信手段によりＰＯＳ端末に送信し、
　マジックパケットを受信したＰＯＳ端末は、ＷＯＬ機能により電源を自動的に投入し、
　ホストとオンライン伝送処理を行った後、電源ＯＦＦし、再度ＷＯＬ待機中となり、
　前記ホストは、前記ＰＯＳ端末へのオンライン伝送処理スケジュールが起動した時点で
、データベースに記憶しているＰＯＳ端末のＭＡＣアドレスを読み出し、ＩＳＤＮ回線を
実現するための所定の手順における情報メッセージにＭＡＣアドレスをセットして前記ル
ータに送信することにより発呼処理を実現し、
　前記ルータは、この情報メッセージを受信して、情報メッセージからＭＡＣアドレスを
獲得し、このＭＡＣアドレスをマジックパケットにセットして前記ＰＯＳ端末に送信する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ＰＣ－ＰＯＳ端末の夜間オンライン伝送時などに、センターシステム
からの着信（通信）を検出して自動的に電源投入を可能とする。
【００１７】
　これにより、PC-POSにマイクロソフト・ウインドウズを搭載して以降、オンライン伝送
における電源投入ができず、ＰＯＳ端末を利用していなくてもＰＣは常に電源を投入して
いなくてはならないという資源の浪費を改善する。閉店処理後の電源OFFから電源投入後
の電源OFFまでの時間は、数十秒～数分であるので、ＰＯＳ設置店舗における閉店時の消
費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るＩＳＤＮ回線に接続されたオンライン伝送シス
テムを示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るＰＯＳ－ホスト間のオンライン伝送の動作を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係るブロードバンド対応のオンライン伝送システム
を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係るＰＯＳ－ホスト間のオンライン伝送システムの
動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係るＰＯＳ－ホスト間のオンライン伝送システムの
動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第４の実施の形態におけるＰＯＳ－ホスト間のオンライン伝送の動作を
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示すフローチャートである。
【図７】本発明の第５の実施の形態におけるＰＯＳ－ホスト間のオンライン伝送の動作を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
（システムの構成）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るＩＳＤＮ回線に接続されたオンライン伝送シ
ステムを示す図である。
【００２１】
　ＰＯＳ端末１０１（以下、ＰＯＳ１０１という）は、ダイヤルアップルータ１０２（以
下、ルータ１０２という）とイーサネット（登録商標）ＬＡＮ１０４で接続されている。
ルータ１０２は、ＩＳＤＮ回線１０５を収容し、ＩＳＤＮ交換機網を介してセンターホス
トシステム１０３（以下、ホスト１０３という）に接続されている。オンライン伝送処理
では、ホスト１０３はＩＳＤＮ回線で発呼しルータ１０２へ回線接続を行う。
【００２２】
　ルータ１０２は着信するとＢｃｈ回線交換接続を確立し、ＴＣＰ／ＩＰパケットを転送
することで、ＰＯＳ１０１とホスト１０３とのＴＣＰ／ＩＰセッションが確立しデータ通
信を可能とする。一般的に、オンライン伝送処理の目的は日毎の売上げデータなどをホス
ト１０３に集約することである。
【００２３】
（システムの動作）
　図２は、図１で示されたＰＯＳ１０１－ホスト１０３間のオンライン伝送の動作を示す
フローチャートである。
【００２４】
　ＰＯＳ１０１は営業終了（閉店処理：Ｓ２０１）後、夜間に電源ＯＦＦ（Ｓ２０２）し
ＷＯＬ（Ｗａｋｅ　Ｏｎ　Ｌａｎ）待機中（Ｓ２０３）となる。
【００２５】
　ホスト１０３はあらかじめ決められたスケジュールでＰＯＳ１０１へオンライン伝送処
理を起動する（Ｓ２０４）。ＩＳＤＮ回線の場合、発呼処理（Ｓ２０５）後にルータ１０
２とＩＳＤＮ回線接続を行う（Ｓ２０６）。そして、ル－タ１０２とホスト１０３との間
でＰＰＰネゴシエーション（Ｓ２０７）を実行後、ＰＰＰ（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎ
ｔプロトコル）セッションを確立（Ｓ２０８）する。
【００２６】
　ホスト１０３はＰＰＰセッション確立（Ｓ２０８）後に，ＴＣＰセッションを確立する
ために、ＴＣＰ－ＳＹＮパケットをルータ１０２に送信する（Ｓ２０９）。ルータ１０２
は、ＴＣＰ－ＳＹＮパケット受信後、通常ならば内部のイーサネット（登録商標）ＬＡＮ
にＴＣＰパケットを転送（ルーティング）する。しかし、本実施の形態では、ＴＣＰ－Ｓ
ＹＮパケットのＩＰアドレスを検査し、内部メモリ１０２－１からイーサネット（登録商
標）ＭＡＣアドレスを読み出す。このようにして、ＩＰアドレスをＭＡＣアドレスに変換
する（Ｓ２１０）。その後、ＭＡＣアドレスをセットしたマジックパケットをイーサネッ
ト（登録商標）LAN１０４上に送信する（Ｓ２１１）。
【００２７】
　マジックパケットを受信したＰＯＳ１０１は、ＷＯＬ機能を利用して電源を投入する（
Ｓ２１２）。その後、パーソナルコンピューター（以下、ＰＣという）としての機能であ
るＢＩＯＳ起動処理（Ｓ２１３）、ウインドウズ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標））起動処
理（Ｓ２１４）を行って、ＰＯＳソフトウエアを起動する（Ｓ２１５）。
【００２８】
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　ルータ１０２はホスト１０３から受信したＴＣＰ－ＳＹＮパケットを起動後のＰＯＳ１
０１に転送（Ｓ２１６）する。そして、ＰＯＳ１０１は、ホスト１０３にＴＣＰ－ＡＣＫ
－ＳＹＮパケットを送信（Ｓ２１７）すると共に，ホスト１０３からＴＣＰ－ＡＣＫを受
信する（Ｓ２１８）。このようにして、POS１０１とホスト１０３間で、ＴＣＰセッショ
ンが確立される（Ｓ２１９）。
【００２９】
　その後、オンライン伝送処理を実施（Ｓ２２０）し、ＴＣＰセッションは切断される（
Ｓ２２１）。
【００３０】
　最終的に、オンライン伝送処理が終了したＰＯＳ１０１は電源ＯＦＦ（Ｓ２２２）し、
マジックパケット受信可能となるＷＯＬ待機中（Ｓ２２３）となる。また、ルータ１０２
はホスト１０３に対して開放処理を行い（Ｓ２２４）、ルータ１０２とホスト１０３間の
ＩＳＤＮ回線を切断する（Ｓ２２５）。
【００３１】
　このように、本実施の形態によれば、図２に示すとおり、Ｓ２０２の電源ＯＦＦからＳ
２２２の電源ＯＦＦまでの時間は数十秒～数分であるので、ＰＯＳ設置店舗における閉店
時の消費電力を低減することができる。
【００３２】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態は、第１の実施
の形態をブロードバンドへ応用したものである。
【００３３】
（システムの構成）
　図３は、本発明の第２の実施の形態に係るブロードバンド対応のオンライン伝送システ
ムを示す図である。
【００３４】
　図１に示したオンライン伝送システムと異なる点は、（１）ルータとしてブロードバン
ド対応のブロードバンドルータ１０７を使用したことと、（２）ルータ１０７とホスト１
０３との間の接続をＩＳＤＮ接続からＡＤＳＬまたは光ケーブルを利用した接続１０６に
変更されている点である。このように、ルータ１０７とホスト１０３との間の接続をＡＤ
ＳＬまたは光ケーブルを利用した接続１０６に変更することにより、さらなる高速通信が
可能となる。
【００３５】
　この際、接続１０６には適宜ＡＤＳＬモデムやＯＮＵなどのネットワーク機器（図示せ
ず）が挿入される。上述のように、ルータ１０７はブロードバンド対応のブロードバンド
ルータに変更される。その他の構成は、図１に示したオンライン伝送システムと同様であ
るのでその説明は省略する。
【００３６】
（システムの動作）
　次に、図３に示したオンライン伝送システムの動作を図４により説明する。
【００３７】
　図４では、ルータ１０２がブロードバンド対応のブロードバンドルータルータ１０７（
以下、ルータ１０７という）に変更されている。また、ＩＳＤＮ回線接続(図２：Ｓ２０
６)およびＩＳＤＮ切断処理（図２：Ｓ２２５）やＰＰＰセッション確立（図２：Ｓ２０
８）などが省略されていることを除いて、図２の示した動作手順とほぼ同様の動作手順と
なる。従って、図２に示された処理と同じ処理には同じ参照番号が付されている。
【００３８】
　具体的には、POS１０１は営業終了（閉店処理：Ｓ２０１）後、夜間に電源ＯＦＦ（Ｓ
２０２）しＷＯＬ待機中（Ｓ２０３）となる。
【００３９】
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　ホスト１０３はあらかじめ決められたスケジュールでPOS１０１へオンライン伝送処理
を起動する（Ｓ２０４）。ホスト１０３はＴＣＰセッションを確立するために、ＴＣＰ－
ＳＹＮパケットをルータ１０７に送信する（Ｓ２０９）。ルータ１０７は、ＴＣＰ－ＳＹ
ＮパケットのＩＰアドレスを検査し、内部メモリ１０７－１からイーサネット（登録商標
）ＭＡＣアドレスを読み出す。このようにして、ＩＰアドレスをＭＡＣアドレスに変換す
る（Ｓ２１０）。その後、ＭＡＣアドレスをセットしたマジックパケットをイーサネット
（登録商標）LAN１０４上に送信する（Ｓ２１１）。
【００４０】
　マジックパケットを受信したＰＯＳ１０１は、ＷＯＬ機能を利用して電源を投入する（
Ｓ２１２）。その後、ＰＣとしての機能であるＢＩＯＳ起動処理（Ｓ２１３）、ウインド
ウズ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標））起動処理（Ｓ２１４）を行って、POSソフトウエア
を起動する（Ｓ２１５）。
【００４１】
　ルータ１０７はホスト１０３から受信したＴＣＰ－ＳＹＮパケットを起動後のＰＯＳ１
０１に転送（Ｓ２１６）する。そして、ＰＯＳ１０１は、ホスト１０３にＴＣＰ－ＡＣＫ
－ＳＹＮパケットを送信（Ｓ２１７）すると共に，ホスト１０３からＴＣＰ－ＡＣＫを受
信する（Ｓ２１８）。このようにして、POS１０１とホスト１０３間で、ＴＣＰセッショ
ンが確立される（Ｓ２１９）。
【００４２】
　その後、オンライン伝送処理を実施（Ｓ２２０）し、ＴＣＰセッションは切断される（
Ｓ２２１）。
【００４３】
　最終的に、オンライン伝送処理が終了したＰＯＳ１０１は電源ＯＦＦ（Ｓ２２２）し、
マジックパケット受信可能となるＷＯＬ待機中（Ｓ２２３）となる。
【００４４】
（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。第３の実施の形態は、ルータへの
ＭＡＣアドレスの登録処理を変更することにより、第１の実施の形態を改良したものであ
る。第３の実施の形態のシステム構成は、図１に示されたシステム構成と同じである。
【００４５】
　図５は、第３の実施の形態におけるＰＯＳ１０１－ホスト１０３間のオンライン伝送の
動作を示すフローチャートである。
【００４６】
　図２あるいは図４に示すフローチャートでは、ＩＰアドレスから自己の記憶モジュール
（メモリ１０２－１、１０７－１）を利用してＭＡＣアドレスを特定している。本実施の
形態では、これを直接ルータ１０２に設定し、着信時は自動的に定義されたＭＡＣアドレ
スを設定してマジックパケットを送信する。
【００４７】
　このため、図５では、図２の電源ＯＦＦ（Ｓ２０２）以前にＭＡＣアドレス登録処理（
Ｓ５０１）が追加されている。これによって、ルータ１０２において着信時に自動的に送
信するマジックパケットに設定されるＭＡＣアドレスを更新している（Ｓ５０３）。ルー
タ１０２はＰＰＰセッション確立（Ｓ２０８）後に正常着信と判断し、自動的にメモリ１
０２－２からMACアドレスを読出し、マジックパケットを送信している（Ｓ２１１）。
【００４８】
　図５を参照して、本実施の形態に係るオンライン伝送システムの動作をより詳細に説明
する。図５の動作では、新たな処理Ｓ５０１，Ｓ５０２，Ｓ５０３，Ｓ５０４が追加され
、Ｓ２１０が削除されている点を除いて、図２の示した動作手順とほぼ同様の動作手順と
なる。従って、図２に示された処理と同じ処理には同じ参照番号が付されている。
【００４９】
　具体的には、ＰＯＳ１０１は営業終了（閉店処理：Ｓ２０１）後に、ＭＡＣアドレス登
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録処理（Ｓ５０１）を行い、設定の送信（ＭＡＣアドレス）をルータ１０２に対して行う
（Ｓ５０２）。その後、ルータ１０２は、着信時設定ＭＡＣアドレスを更新し（Ｓ５０３
）、メモリ１０２－２に登録する。その後、ＰＯＳ端末１０１は、夜間に電源ＯＦＦ（Ｓ
２０２）しＷＯＬ待機中（Ｓ２０３）となる。
【００５０】
　ホスト１０３はあらかじめ決められたスケジュールでPOS１０１へオンライン伝送処理
を起動する（Ｓ２０４）。ＩＳＤＮ回線の場合、発呼処理（Ｓ２０５）後にルータ１０２
とＩＳＤＮ回線接続を行う（Ｓ２０６）。そして、ル－タ１０２とホスト１０３との間で
ＰＰＰネゴシエーション（Ｓ２０７）を実行後、ＰＰＰ（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔ
プロトコル）セッションを確立（Ｓ２０８）する。
【００５１】
　ルータ１０２はＰＰＰセッション確立（Ｓ２０８）後に正常着信と判断し、自動的にメ
モリ１０２－２からＭＡＣアドレスを読出して、着信時設定ＭＡＣアドレスを取得し（Ｓ
５０４），マジックパケットを送信する（Ｓ２１１）。
【００５２】
　ホスト１０３はＰＰＰセッション確立（Ｓ２０８）後に，ＴＣＰセッションを確立する
ために、ＴＣＰ－ＳＹＮパケットをルータ１０２に送信する（Ｓ２０９）。
【００５３】
　マジックパケットを受信したＰＯＳ１０１は、ＷＯＬ機能を利用して電源を投入する（
Ｓ２１２）。その後、ＰＣとしての機能であるＢＩＯＳ起動処理（Ｓ２１３）、ウインド
ウズ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標））起動処理（Ｓ２１４）を行って、POSソフトウエア
を起動する（Ｓ２１５）。
【００５４】
　ルータ１０２はホスト１０３から受信したＴＣＰ－ＳＹＮパケットを起動後のＰＯＳ１
０１に転送（Ｓ２１６）する。そして、ＰＯＳ１０１は、ホスト１０３にＴＣＰ－ＡＣＫ
－ＳＹＮパケットを送信（Ｓ２１７）すると共に，ホスト１０３からＴＣＰ－ＡＣＫを受
信する（Ｓ２１８）。このようにして、POS１０１とホスト１０３間で、ＴＣＰセッショ
ンが確立される（Ｓ２１９）。
【００５５】
　その後、オンライン伝送処理を実施（Ｓ２２０）し、ＴＣＰセッションは切断される（
Ｓ２２１）。
【００５６】
　最終的に、オンライン伝送処理が終了したＰＯＳ１０１は電源ＯＦＦ（Ｓ２２２）し、
マジックパケット受信可能となるＷＯＬ待機中（Ｓ２２３）となる。また、ルータ１０２
はホスト１０３に対して開放処理を行い（Ｓ２２４）、ルータ１０２とホスト１０３間の
ＩＳＮ回線を切断する（Ｓ２２５）。
【００５７】
　このように、第３の実施の形態では、自動的にＩＰアドレスとＭＡＣアドレスの対応を
更新する。
【００５８】
　図２のフローチャートでは、ＩＰアドレスをＭＡＣアドレスに変換している。ＩＰアド
レスとＭＡＣアドレスの組み合わせはルータ１０２の内部メモリ１０２－１に格納されて
いるが、ＰＯＳ１０１が故障等で交換された場合、ルータ１０２の設定を変更して、メモ
リ１０２－１の内容を更新する必要がある。
【００５９】
　図５では、この部分をＰＯＳ１０１からのＭＡＣアドレス登録処理（Ｓ５０１）で自動
化している。ルータ１０２が事前に設定されたＩＰアドレスに対するＭＡＣアドレス自動
的に更新する機能を有することで、ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスの組み合わせを登録す
ることなくシステムが実現できる。
【００６０】
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（第４の実施の形態）
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。第４の実施の形態は、ＩＳＤＮ着
信時のＳｅｔｕｐメッセージのユーザー情報にＭＡＣアドレスを設定することにより、第
１の実施の形態を改良したものである。第４の実施の形態のシステム構成は、図１に示さ
れたシステム構成と同じである。
【００６１】
　図６は、第４の実施の形態におけるＰＯＳ１０１－ホスト１０３間のオンライン伝送の
動作を示すフローチャートである。
【００６２】
　図６は、図１のシステムにおけるホスト１０３のスケジュール起動（Ｓ２０４）からル
ータ１０２がマジックパケットを送信する（Ｓ２１１）までを示している。また、図６で
は、図２に示された処理と同じ処理には同じ参照番号が付されている。
【００６３】
　ホスト１０３では、POS１０１へのオンライン伝送処理スケジュールが起動（Ｓ２０４
）した時点で、データベース１０３－１に記憶しているＰＯＳ１０１のＭＡＣアドレスを
読み出す。つまり、発呼先ＰＯＳのＭＡＣアドレスを検索する（Ｓ６０１）。ＩＳＤＮ回
線を実現するＸ．２５－ＬＡＰＤ手順における、Ｑ．９３１情報メッセージ（Ｓｅｔｕｐ
）を作成して送信する（Ｓ６０２）ことで、ルータ１０２の店舗へ発呼処理を実現してい
る（Ｓ６０３）。このＱ．９３１情報メッセージ（Ｓｅｔｕｐ）には、ＵＵＩ（Ｕｓｅｒ
－Ｕｓｓｅｒ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ユーザー／ユーザー間情報）に任意のデータを
セットすることが可能である。ここでは、ＭＡＣアドレスを設定して送信している（Ｓ６
０３）。
【００６４】
　ＩＳＤＮ交換機網を経由して、着呼側ルータ１０２へはＱ．９３１情報メッセージ（Ｕ
Ｉ－Ｓｅｔｕｐ）として受信される。ルータ１０２はＵＵＩからＭＡＣアドレスを獲得（
Ｓ６０４）する。その後、ＩＳＤＮ回線接続を行う（Ｓ２０６）。そして、ルータ１０２
とホスト１０３との間でＰＰＰネゴシエーション（Ｓ２０７）を実行後、ＰＰＰ（Ｐｏｉ
ｎｔ－Ｔｏ－Ｐｏｉｎｔプロトコル）セッションを確立（Ｓ２０８）する。
【００６５】
　ルータ１０２はＰＰＰセッション確立（Ｓ２０８）後に、マジックパケットにＵＵＩで
取得したＭＡＣアドレスをセットして（Ｓ６０５）、マジックパケット送信する（Ｓ２１
１）。
【００６６】
（第５の実施の形態）
　次に、本発明の第５の実施の形態について説明する。
【００６７】
　図７は、第５の実施の形態におけるＰＯＳ１０１－ホスト１０３間のオンライン伝送の
動作を示すフローチャートである。図７では、ＰＯＳ１０１が故障し、ＰＯＳ２０１に交
換するときの処理手順を示す。
【００６８】
　ＩＰアドレスが固定で運用されている場合、ＰＯＳ１０１が故障（Ｓ７０１）した場合
、ＰＯＳ端末を交換する（Ｓ７０２）。交換後のＰＯＳ２０１のＩＰアドレスはＰＯＳ１
０１に設定されていたＩＰアドレスを設定する必要がある（Ｓ７０３）。
【００６９】
　一般的に、交換後ＰＯＳ２０１の動作確認が必要となるので、ホスト１０３へテスト通
信を行う（Ｓ７０４）。このとき送信されるＴＣＰパケットを受信したルータ１０２はホ
スト１０３へＴＣＰパケットを転送するが、ＩＰフレームからＩＰアドレス、ＭＡＣヘッ
ダーからＭＡＣアドレスを抽出し、メモリ１０２－２内の情報と比較する。もし比較した
結果がメモリ１０２－２内の情報と異なる場合は、メモリ１０２－２の内容を更新する（
Ｓ７０５，Ｓ７０６，Ｓ７０７）。
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【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、（１）小中規模店舗に導入されるＰＯＳ端末のオンライン伝送システム、（
２）センターシステムから発信し、端末からの情報を集信するタイプのオンライン伝送シ
ステム、（３）通常電源が入っていない管理端末の遠隔操作時の電源投入、起動処理を自
動的に行うシステムに適用可能である。
【符号の説明】
【００７１】
１０１　ＰＯＳ端末
１０２　ダイヤルアップルータ
１０３　センターホストシステム
１０４　イーサネット（登録商標）ＬＡＮ
１０５　ＩＳＤＮ回線
１０６　ＡＤＳＬまたは光接続
１０７　ブロードバンドルータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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